賛成討論

　7番、金崎ひさでございます。陳情第6-13号「まちづくり条例の遵守を求める陳情書」に対し、只今の委員長報告に反対、すなわちこの陳情に賛成の立場で討論に参加させていただきます。

この陳情は、但し書き承認をする場合にはその理由を知りたいという、開発近隣住民の率直な要望を訴えたものと理解しています。
そしてタイトルは「まちづくり条例の遵守を求める陳情書」であり、葉山町まちづくり条例の前文には「全ての者が町の環境保全と創造に貢献できるよう努め、潤いと活力を実感できるまちをつくるため、この条例を制定する。」とあります。当然、「全ての者」とは町長を中心とした町職員も含まれていると解釈しています。だからこそ、第2条には「町、町民及び事業者の協働により取り組まなければならない。」とあります。
そして、この陳情は改正を求めるものではありません。この理念に沿ってまちづくり条例を遵守して欲しいとの内容です。但し書き承認を無くするとか、近隣開発に反対とかの要求ではありません。にもかかわらず、委員会審査を傍聴していましたが、担当課から、近隣住民の土地利用の意向を事業者に強制はできないので、地区計画等の手法を住民に周知して地域が目指すまちづくりを行っていきたい、との説明がありました。陳情内容とは少し的が外れたご説明と感じました。この陳情の目的はそのような手法の周知を求めているものではありません。町に対して、まちづくり条例の遵守を求めているものです。条例遵守は当たり前のことです。
今、まさに、まちづくり条例を遵守させるために、事業者と折衝をしようとしている案件で、「そんなことは聞いていられない」との事業者の判断で、まちづくり条例による指導を不作為と称し、損害賠償請求も含めて、事業者は町を訴えています。葉山のまちづくりの根幹を成す、葉山まちづくり条例による指導に不快感を示し、裁判に訴えるなど言語道断です。全国地方自治体の条例の存在価値が問われる、絶対に負けられない裁判です。そのような状況の中で、葉山町議会が「まちづくり条例の遵守を求める陳情書」に対し委員長報告どおり、不採択にしていいのですか。いけないと思います。是非、採択することにご賛同いただきたく、賛成の立場で討論に参加させていただきました。
以上です。ありがとうございました。
